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１ 水質管理に係る法・条例体系

上乗せ基準
横出し基準

上乗せ基準
横出し基準

排除基準

排水基準

環境基準

環境基本法

水質汚濁防止法

下水道法

公共用水域への
水質規制

公共下水道への
排除の水質規制

その他

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・浄化槽法
・土壌汚染対策法
・海上汚染及び海上災害の防止に関する法律 etc…

県条例
市条例

県条例
市条例



●主な届出の種類と内容

https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000016007.html

２ 水質汚濁防止法に係る届出等

届出の種類 届出を要する内容 提出期限

特定施設等の設置届

（法第5条）

特定施設等を新しく設置しようとする場合

（施設更新を含む）

特定施設等の構造等の変更届

（法第7条）

次の事項を変更しようとする場合

○特定施設等の構造・設備・使用方法

○汚水等の処理方法

○排出水の汚染状態や量

○用水及び排水の系統

特定施設等の使用廃止届

（法第10条）
特定施設等の使用を廃止した場合 廃止した日から30日以内

氏名等変更届

（法第10条）

次の事項を変更した場合

○届出者の氏名・名称・住所

○法人代表者氏名

○事業場の名称・所在地

変更した日から30日以内

承継届

（法第11条）

特定施設等を譲り受け・借り受け及び相続・合

併により承継した場合
承継した日から30日以内

汚濁負荷量の測定手法届

（法第14条）

排水量が50㎥／日以上の場合（設置又は内容

の変更）
設置又は内容変更をする場合

設置又は変更日（工事着工日）

の60日前

届出が受理された日から60日経

過した後でなければ、設置、変

更ができません。



●水質汚濁防止法、下水道法どちらの適用か？
雨水や汚水等の排出先により、適用法令が異なります。

※分流式下水道

※合流式下水道

汚水等

汚水等

雨水

雨水

雨水

汚水等

公共用水域へ水を排出する事業場

公共用水域へ水（雨水のみ）を排出する事業場

公共用水域へ水を排出しない事業場

水
質
汚
濁
防
止
法
の
適
用 下

水
道
法
の
適
用

公
共
用
水
域

（
河
川
・
海
域
及
び
こ
れ
ら
に
接
続
す
る
水
路
等
）

※特定施設等で有害物質
を使用している事業場は、
排出先に関係なく、水質
汚濁防止法の届出が必要
（地下浸透規制を参照）

※下水道処理区域外

公
共
下
水
道

２ 水質汚濁防止法に係る届出等



●分流式下水道区域と合流式下水道区域のエリア

（青色：分流式下水道区域 黄色：合流式下水道区域 白色：公共下水道処理区域外）

２ 水質汚濁防止法に係る届出等



３ 水質汚濁防止法に係る規制等
●排水基準（有害物質※）

※人の健康に係る被害を生じる
おそれがある物質

（一部の業種の事業場は、表に記
載する基準値と異なります。）

https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000033190.html

カドミウム及びその化合物 mg／l
シアン化合物 mg／l
有機燐化合物
（ﾊﾟﾗﾁｵﾝ, ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ, ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ及びEPNに限る。）

mg／l

鉛及びその化合物 mg／l
六価クロム化合物 mg／l
砒素及びその化合物 mg／l
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg／l
アルキル水銀化合物
PCB mg／l
トリクロロエチレン mg／l
テトラクロロエチレン mg／l
ジクロロメタン mg／l
四塩化炭素 mg／l
１，２－ジクロロエタン mg／l
１，１－ジクロロエチレン mg／l
シス－１，２－ジクロロエチレン mg／l
１，１，１－トリクロロエタン mg／l
１，１，２－トリクロロエタン mg／l
１，３－ジクロロプロペン mg／l
チウラム mg／l
シマジン mg／l
チオベンカルブ mg／l
ベンゼン mg／l
セレン及びその化合物 mg／l

mg／l
mg／l
mg／l
mg／l

アンモニア、アンモニウム化合物、
亜硝酸化合物及び硝酸化合物

mg／l

１，４－ジオキサン mg／l
ダイオキシン類 pg-TEQ/L

ふっ素及びその化合物
海域   15
その他  8

100

0.5
なし 10

0.06
0.03
0.2
0.1
0.1

ほう素及びその化合物
海域  230
その他 10

0.04
1

0.4
3

0.06
0.02

検出されないこと
0.003
0.1
0.1
0.2
0.02

1

0.2

0.1
0.2
0.1

0.005

有害物質の種類
排水基準
（水濁法）

規制基準（市条例）
新設の事業所 新設の事業所以外
0.03



●排水基準（生活環境項目※）

一般の工場・事業場に
適用される基準

※生活環境に係る被害を生じる
おそれがある物質

https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000033190.html

３ 水質汚濁防止法に係る規制等

水素イオン濃度 　pH
25 (20) mg／l 60 (50) mg／l

25 (20) mg／l 60 (50) mg／l

浮遊物質量　SS 70 (40) mg／l 90 (70) mg／l 70 mg／l 90 mg／l
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
（鉱油類含有量）

mg／l

ノルマルヘキサン抽出物質含有量
（動植物油脂類含有量）

5 mg／l 10 mg／l 5 mg／l 10 mg／l

フェノール類 0.5 mg／l 0.5 mg／l 0.5 mg／l 0.5 mg／l
銅及びその化合物 1 mg／l 3 mg／l 1 mg／l 3 mg／l
亜鉛及びその化合物 1 mg／l 2 mg／l 1 mg／l 2 mg／l
溶解性鉄及びその化合物 3 mg／l 10 mg／l 3 mg／l 10 mg／l
溶解性マンガン及びその化合物 mg／l
クロム及びその化合物 mg／l
ニッケル及びその化合物 mg／l
大腸菌数 cfu/ml cfu/ml
窒素含有量　T-N mg／l
燐含有量 T-P mg／l

臭気

色汚染度

温度

(　)内の数値は日間平均値

項目
排水基準（水濁法） 規制基準（市条例）

新設の事業所 新設の事業所以外 新設の事業所 新設の事業所以外

mg／l
海域及び湖沼

5.8～8.6

生物化学的酸素要求量　BOD 25 mg／l 60 mg／l
海域及び湖沼以外

(800) 800

化学的酸素要求量　ＣＯＤ 25 mg／l 60

5

1
2

なし 1

なし
排水を希釈しない状態で12度以下と
し、かつ、当該排水を蒸留水で1対1に
希釈した状態で8度以下とする。

なし
 排水の水温は38度以下とし、かつ、
当該排水を放流する水域の水温を10
度以上超えないものとする。

120 (60) なし
16 (8) なし

なし
受け入れる水に臭気を帯びさせるよう
なものを含んでいないこと。



 日平均排水量が50m3/日以上の事業場等の場合は、排水基準に加え、
総量規制基準が適用

事業場ごとに

排水濃度で規制

排水基準（濃度規制） 総量規制基準

事業場ごとに

汚濁負荷量で規制

mg／l kg／日

※対象項目
COD、全窒素、全リンのみ

東京湾
（海が陸地に囲まれており、
汚れが滞留しやすい）

３ 水質汚濁防止法に係る規制等
●総量規制基準



排水の汚染状態を測定
有害物質 １回/月 
生活環境項目等 １回/月（300m3/日以上の事業所）

測定結果を記録し、保存（３年間）

水濁法の測定義務は１回/年ですが、条例は下記の頻度です。

３ 水質汚濁防止法に係る規制等
●事業者による排水の自主測定義務

※ 事業者ごとに、自主測定が必要な項目は異なります。



３ 水質汚濁防止法に係る規制等
●有害物質の地下浸透規制

 有害物質を含む水の地下浸透により地下水が汚染されることを未然に防止

 平成24年（2012年）の法改正により、
「有害物質使用特定施設」や「有害物質貯蔵指定施設」を設置等する場合は、
構造基準の遵守が義務

 法改正前の施設であっても、構造基準の遵守が必要

 管理要領の作成が必要

 点検結果を記録し、保存（※３年間。ただし、土壌汚染対策に係る資料となるため、
長期間保存が望ましい）

※施設だけではなく、施設に付帯する配管や排水溝なども
構造基準の遵守が必要

防液堤防液堤

不浸透性（コンクリート等）

有害物質使用特定施設 有害物質貯蔵指定施設

不浸透性（コンクリート等）



３ 水質汚濁防止法に係る規制等
●水質総量削減制度とは

第10次の目標年度は、令和11年度（2029年度）の予定

 人口・産業が集中し、汚濁が著しい東京湾等の広域的な閉鎖性水域について、生活
環境の保全等に係る水質環境基準を確保することを目的に、昭和53年（1978年）
に水質汚濁防止法の一部改正により導入

【最新動向】



３ 水質汚濁防止法に係る規制等
●第10次水質総量削減について

令和７年９月 「第10次総量削減の在り方について（骨子案）」 抜粋

【東京湾における水環境の現状と課題のまとめ】

○ 環境基準達成率は、窒素、りんで向上している。一方、CODでは低い。
○ 赤潮や貧酸素水塊が依然として発生しており、他の指定水域よりもCOD、窒素、りんの濃度が

高いことからも、 水環境の悪化に引き続き注意が必要である。

【総合的な水環境管理の在り方】

○ 削減一辺倒であった総量削減制度からきめ細やかな水環境管理を行える「総量管理制度」へ
     転換を図る。
・総量削減制度の基本的な枠組みは「総量管理制度」においても維持
・汚濁負荷削減対策は引き続き実施することが妥当

○ その他の水環境管理に係る対策の推進
・環境基準が未達成の湾奥部等の水質改善や貧酸素水塊への対応については、汚濁負荷削減
  対策の実施のみならず、流況改善や藻場・干潟の保全・再生・創出、海底耕耘による底質改善
  といった汚濁負荷削減以外の手法も総合的に検討すべき

【最新動向】



４ トピックス

PFOS・PFOAは、水質汚濁防止法で定める指定物質（事故時の措置の対象物質）
に指定（令和5年2月1日施行）

出典：環境省 PFASハンドブック 令和7年12月

【最新動向】



４ トピックス
●PFASを含む製品

出典：環境省 PFASハンドブック 令和7年12月

【最新動向】



４ トピックス
●使用済み活性炭の適切な管理

出典：環境省 PFASハンドブック 令和7年12月

【最新動向】



コイが死んでいる

油が浮いている

泡が浮いている

濁水が流れている

着色水が流れている

５ 水質事故
●水質事故とは？

 油類や有害物質などを含む水、基準に適合しない水などが
誤って河川や海域に流出したり、地下へ浸透してしまう
ことにより、公害が生じ、又はそのおそれが生じること



５ 水質事故
●事故時の措置の対象物質（水濁法・市条例）

 水質汚濁防止法

 ・排水基準に適合しないおそれがある水

 ・公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を

生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの（指定物質）

 （例）硫酸、水酸化ナトリウム、アクリロニトリル

  ペルフルオロオクタン酸（別名ＰＦＯＡ）及びその塩

  ペルフルオロオクタンスルホン酸（別名ＰＦＯＳ）及びその塩 など60物質

 ・政令で定める油

  原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油、動植物油

 市条例
 ・水質汚濁防止法の対象にはなっていない物質も含む全91物質

 （例）酸性物質（水素イオン濃度（水素指数）が5.8未満のものに限る。）

  アルカリ性物質（水素イオン濃度（水素指数）が8.6を超えるものに限る。）

  油類（動植物油、鉱油類及び有機溶剤）など

事故時の措置に係る物質（市条例）別表第14の2（第51条関係）

http://www.reiki.city.kawasaki.jp/kawasaki/d1w_reiki/H412902100128/H412902100128.html



図 種類別事故発生件数

• 近年は地下浸透による水質事故が増加傾向にあり、配管の亀裂等が主な原因

• 「その他」は主に排水基準超過で、pH異常と合わせると近年は9～16件発生

５ 水質事故
●市内の水質事故の発生状況（種類別）

令和６年度に発生した
水質事故は54件

↓
1週間に約1件の頻度！！！



５ 水質事故
●水質事故の具体的な事例

 事例１
酸が流れる配管に対し、不適である材質の弁を使用していたため、
弁内部の腐食により酸が漏洩した。
【再発防止策】
・類似箇所に材質の不適合がないかを確認する。
・自社及び協力会社への再教育を実施する。

 事例２
清掃業者が使用したワックス含有の廃液を側溝へ流し、公共用水域
へ排出した。
【再発防止策】
・事業所と清掃業者との作業の打合せの徹底
・側溝付近に注意喚起の記載

委託会社が
事故を起こして
しまうことも！



５ 水質事故
●水質事故が起きてしまったら・・・

 流出の防止（応急措置）

 環境対策推進課に連絡
平日 環境対策推進課 ０４４－２００－２５２１
夜間・休日 守衛室 ０４４－２００－３５２５

 原因究明、対策の実施

 報告書の提出

必要に応じ、市から折り返し
連絡をしますので、必ず、

担当者のお名前と連絡先
をお伝えください



ご清聴ありがとうございました
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